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各種審議会・委員会等への女性の参画状況について

男女ともに暮らしやすい社会の実現のためには、各分野の政策・方針決定過程に多様な

立場の人が多様な意見を持って参画し、男女双方の意思が反映されることが重要であるこ

とから、県では、各種審議会・委員会等への女性の参画を促進しています。
令和３年４月１日現在の審議会等への女性委員参画状況調査結果は次のとおりです。

（「各種審議会・委員会等への女性参画促進要領｣に基づき調査を実施）

１ 各種審議会・委員会等への女性の参画率

３８．１％（前年同期 ３８．１％、前年同期比±０）

区 分 審議会等数 委員総数 うち女性委員数 女性参画率

法律に基づく審議会等 ５５ ６６３ ２４７ ３７．３

条例 〃 ２６ ２９９ １２６ ４２．１

行政委員会 ８ ５４ １４ ２５．９

計 ８９機関 １，０１６人 ３８７人 ３８．１％

２ 数値目標

第５次群馬県男女共同参画基本計画（計画期間：令和３年度～令和７年度）

最終年度までに ４５％以上（構成員の男女比については均衡を要する。）を設定

※附属機関の設置及び運営指針（総務課）においても４５％以上で設定

３ 女性参画率の推移

調査時点 審議会等数 委員総数 うち女性委員数 女性参画率
令和 ３年 ４月１日 ８９機関 １，０１６人 ３８７人 ３８.１％
令和 ２年 ４月１日 ９３ １，０２７ ３９１ ３８.１

平成３１年 ４月１日 ９２ ９９２ ３８２ ３８.５

平成３０年 ４月１日 ９０ ９７８ ３７５ ３８.３

平成２９年 ３月１日 ９０ ９９４ ３７０ ３７.２

４ 参画率横ばいの要因と今後の取組

・女性人材データバンクを活用した人材の周知や改選時期を迎える審議会所管課への働き

かけを継続的に行ったが、各審議会の委員選任要件等により、伸び悩みが見られた。

・今後は、多様な人材の登用促進の観点から、委員の年齢バランスや長期在任、重複就任

などについて見直しを行い、女性や若者、外国人、障害者などの様々な方の意見をくみ

取ることができるよう、積極的な登用を行う。


